
議 案 頁 数 

１５号 １ 

 

議案第１５号 

 

 

 

守谷市財政事情書の作成及び公表に関する条例の一部を改正する条例 

 

 

 

守谷市財政事情書の作成及び公表に関する条例（昭和４４年守谷町条例第２

１２号）の一部を別紙のとおり改正する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和 ４ 年 ３ 月 １ 日 提  出 

 

 

  守谷市長 松 丸 修 久   

 

 

令和  年  月  日 原案 決 

 

 

 

 



議 案 頁 数 

１５号 ２ 

 

守谷市財政事情書の作成及び公表に関する条例の一部を改正する条例 

守谷市財政事情書の作成及び公表に関する条例（昭和４４年守谷町条例第２

１２号）の一部を次のように改正する。 

 第２条中「４月１日から９月３０日までの期間」を「前年度の決算」に，「

１１月末日」を「９月末日」に，「１０月１日から翌年３月３１日」を「当該

年度予算に係る４月１日から９月３０日」に，「５月末日」を「１１月末日」

に改め，同条に次のただし書を加える。 

ただし，天災その他やむを得ない事情により，前項の期日に財政状況を公表

することができないときは，市長は，その事情のやんだときから１月以内にお

いて，これを公表しなければならない。 

 第４条第１項中「守谷市公告式条例（昭和３０年守谷町条例第６号）第２条

第２項の例により行う」を「市ホームページ又は市広報紙（以下「ホームペー

ジ等」という。）に掲載して行うものとする」に改め，同項に次のただし書を

加える。 

ただし，天災その他やむを得ない事情によりホームページ等に掲載すること

ができないときは，市役所掲示場又は公衆の見やすい場所に掲示してこれに代

えることができる。 

 第４条第２項中「財政事情書は，告示」を「前項の規定により公表した財政

事情書の原本は，公表」に改める。 

   附 則 

 この条例は，令和４年４月１日から施行する。 

  



議 案 頁 数 

１５号 ３ 

 

提案理由（議案第１５号） 

 

 

提案の理由を申し上げます。 

本案は，財政事情書の公表を効果的に行うため，公表時期及び方法の見直し

を目的として，守谷市財政事情書の作成及び公表に関する条例の一部を改正す

るものです。 

よろしく御審議の上，御決議のほどお願いいたします。 
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守谷市財政事情書の作成及び公表に関する条例新旧対照表 

改  正 現  行 

（財政事情書の公表時期） （財政事情書の公表時期） 

第２条 財政事情書は，前年度の決算                

    におけるものを９月末日  までに，当該年度予算

に係る４月１日から９月３０日までの期間におけるも

のを１１月末日までに公表するものとする。ただし，

天災その他やむを得ない事情により，前項の期日に財

政状況を公表することができないときは，市長は，そ

の事情のやんだときから１月以内において，これを公

表しなければならない。 

第２条 財政事情書は，４月１日から９月３０日までの

期間におけるものを１１月末日までに，１０月１日か

ら翌年３月３１日            までの期間におけるも

のを５月末日  までに公表するものとする。        

                                                

                                                

                                                

                       

（財政事情書の公表） （財政事情書の公表） 

第４条 財政事情書の公表は，市ホームページ又は市広

報紙（以下「ホームページ等」という。）に掲載して

行うものとする。ただし，天災その他やむを得ない事

情によりホームページ等に掲載することができないと

きは，市役所掲示場又は公衆の見やすい場所に掲示し

てこれに代えることができる。 

第４条 財政事情書の公表は，守谷市公告式条例（昭和

３０年守谷町条例第６号）第２条第２項の例により行

う            。                                

                                                

                                                

                             

２ 前項の規定により公表した財政事情書の原本は，公

表の日から６箇月間何人も市長の指定した場所におい

て，その閲覧を請求することができる。 

２ 財政事情書は，告示                           

  の日から６箇月間何人も市長の指定した場所におい

て，その閲覧を請求することができる。 
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